
役員報酬等の支給基準変更について 

１ 趣 旨 

平成３０年３月１３日に公立大学法人熊本県立大学理事長から、地方独立行政法人法

（以下「法」という。）法第 56条第１項の規定により準用する法第 48 条第 2項の規定

により役員の報酬及び退職手当（以下「報酬等」という。）の基準に係る変更について、

設立団体の長である熊本県知事に対して届出がありました。 

これに対し評価委員会は、法第 56 条第 1項の規定により準用する法第 49条第 1項の

規定により知事から通知を受け、同条第２項の規定により第三者機関として客観的及び

専門的見地から役員の報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかを

精査し、設立団体の長に対し意見を申し出ることができます。 

 

 

２ 手続に係るイメージ図 
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３ 変更の概要について    

（１）基準の名称：公立大学法人熊本県立大学役員の給与に関する規則 

① 変更内容 

    熊本県に準じ、以下の改定を行った。 

    期末手当  平成３０年６月期以降の支給割合について６月及び１２月に支給さ   

れる期末手当の支給割合をそれぞれ１．５７５月分及び１．７２５

月分とする 

  ② 施行日   平成３０年４月１日 

 

＜参考＞ 

  【改定前】                  【改定後】 

支給月 支給月数 

６月 1.5月分 

１２月 1.65月分 

合計 3.15月分 

 

（２）基準の名称：公立大学法人熊本県立大学役員退職手当規則 

① 変更内容 

    熊本県に準じ、以下の改定を行った。 

    退職手当  退職手当の基本額の調整率を、８７/１００から８３．７/１００に

引き下げる 

  ② 施行日   平成３０年１月１日 

 

 

   ＜参考＞ 

    【改定前】                  【改定後】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                

 

支給月 支給月数 

６月 1.575 月分 

１２月 1.725 月分 

合計 3.3月分 

基本額の調整率 

８７．０/１００ 

基本額の調整率 

８３．７/１００ 


